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はじめに

「日韓関係が過去最悪の状態に」。『朝日新聞』
の記事データベースによれば、同紙がこの表現を
最初に用いたのは 2013 年のことである（1）。朴槿
恵政権が成立し、日本側に慰安婦問題での譲歩を
求めて、首脳会談を拒否するなど、日韓関係が悪
化した当時がこれに当たる。前年には李明博大統
領による竹島／独島上陸と天皇への謝罪を求める
発言が行われ、日本における韓国への感情が急速
に悪化していた頃のことである。

そして不幸なことに、この「日韓関係が過去最
悪の状態に」という表現はその後も幾度も使われ
ることになった（2）。言うまでもなく、2018 年後半
以降、韓国から歴史認識問題に関わる様々な問題
が提起され、これにより日本の世論は大きく、そ
して繰り返し刺激されることとなったからである。
そして、この点においてとりわけ大きな役割を
果たしたのが、2018 年 10 月 30 日に韓国大法院に
よって出された元徴用工問題に関わる判決（3）で
あった（4）。大法院はこの判決で、いわゆる「植民
地支配違法論」の立場から、戦時の朝鮮半島から
の労働者動員の「違法性」を認め、この「違法性」
を根拠に元徴用工等の「慰謝料請求権」を認定し
た。大法院によれば、1965 年の日韓基本条約及
び付属協定を結ぶまでの外交交渉において日本政
府は、自らの植民地支配の違法性を認定しておら
ず、それゆえにこの交渉の結果結ばれた「財産及
び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関
する日本国と大韓民国との間の協定（以下『請求
権協定』と略称）」には植民地支配の違法性を前
提として認められる「慰謝料請求権」は当然含ま

れていない、とされた。まさに「請求権協定」、さ
らにはそれにより支えられた日韓基本条約とその
付属協定を迂回して個々人の請求権を認める議論
であり、この判決が日韓関係の基礎になる、脱植
民地化過程に関わる共通理解に与えた破壊力は絶
大であったといえる（5）。

それでは 1965 年の成立以降、今日の日韓関係
を支えた体制はそもそもどんな体制であり、どう
してこの体制はこのような事態に立ち至ってし
まったのだろうか（6）。本稿ではこの問題について、
主としてこれを支えた政治的構造的変化に着目し
つつ、1945 年の第二次世界大戦終焉から今日まで
の状況について簡単に整理してみることとしたい。

1．	異なるイデオロギーにより生み出された日本
と韓国

第二次世界大戦後の日韓両国関係の出発点は、
第二次世界大戦における日本の敗戦にある（7）。す
なわち、これによりそれまで日本の植民地支配下
に置かれてきた朝鮮半島は、日本本土から切り離
されその関係をどう構築すべきかが模索されるよ
うになったからである。

しかし、ここにおいて重要なのは、日韓両国の
その後の行方が、第二次世界大戦による日本の敗
戦という共通の出発点から開始されると同時に、
その後全く異なる国際政治的文脈の中で展開され
ていったことである。

この点についてまず日本の側から見てみるなら
次のようになる。よく知られているように、第二
次世界大戦の敗北後、日本はアメリカを中心とす
る連合国の占領下に置かれることとなり、この連
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合国の指導下により、政治・社会・経済の全てに
かかる大規模な改革が行われた。改革の目的は、
巨大な戦禍をもたらした第二次世界大戦勃発の主
要な原因の一つを作り出した日本を、再び国際秩
序を乱す脅威とならないように作り変えることで
あり、この目的のために大きく二つの方向で改革
が行われた（8）。すなわち、第一は日本社会の全面
的な民主化である。当時の連合国は日本が戦争へ
と導かれた原因の主要な一部が、その軍部を中心
とする一部の勢力により主導される非民主主義的
な体制にあると考えており、ゆえにこの体制を民
主化することで、日本が将来再び大きな軍事的脅
威となることを防ぐことができると考えた。言い
換えるなら、連合国は民主化により日本が戦争へ
の「意思」を持つことを妨げることで、再び軍事
的脅威となることを防ごうとした試みだといえた。

しかし、「意思」を持つことを妨げるだけでは、
ある国が再び軍事的脅威へと浮上することを完
全に防ぐことは不可能である。なぜなら、まさに
1920 年代から 30 年代のドイツや日本が示したよ
うに、一旦築き上げられた民主主義的な体制も、
いつ何時崩壊し、その機能を停止するかわからな
いからである。だからこそ、連合国はさらに進ん
で、日本の物理的な戦争遂行能力―つまり軍事力
そのもの―をも奪おうとした。それこそが、新た
なる憲法体制の柱の一つとして埋め込まれた「平
和主義」であり、その下での「国際紛争を解決す
る手段」としての戦力・交戦権の放棄に他ならな
かった。言うまでもなく、この民主主義と平和主
義を束ねる存在として定められたのが日本国憲法
であり、これにより戦後の日本は民主主主義と
平和主義の国として「生まれ変わった」ものとさ
れた。

しかし、日本が連合国による「民主主義」と「平
和主義」を軸とする改革の下に置かれていた頃、
朝鮮半島では全く異なる事態が進行していた。重
要なことは、第二次世界大戦後の朝鮮半島が同じ
連合国の占領下でありながらも、日本とは全く異
なる方向へと導かれていったことである。言い換
えるなら日本本土で進行していた「民主主義」と

「平和主義」を軸とする改革は、朝鮮半島では展
開されなかった。周知のように、第二次世界大戦

終焉直後の連合国による朝鮮半島に対する基本方
針は国際連合による信託統治であり、その実施を
前提として、当座の便宜的な軍事占領ラインとし
て設定された北緯 38 度線が、朝鮮半島の南北を
わかつものとして、終戦前に慌ただしく決定され
た。日本本土に対する占領政策が、アメリカを中
心とする連合国により長い時間をかけて入念に練
り上げられてきた構想の産物であったものであっ
たのとは対照的に、朝鮮半島を南北に分けて占領
した米ソ両超大国は、この地域をいかにして統
治し、そこにどのような政治・社会・経済体制
を作りあげるかについての具体的な構想を、ほ
とんど何も有していなかった（Oh 2002、Cumings 
1981）。

だからこそ、連合国による朝鮮半島支配は一貫
性を欠く行き当たりばったりのものになり、朝鮮
半島、とりわけアメリカが占領の責を担った朝鮮
半島南半は大きく混乱することを余儀なくされた。
朝鮮半島の南北を軍事占領する米ソ両超大国が対
立を深める中、当初は暫定的な軍事分割ラインに
すぎなかった北緯 38 度線はいつしか、実質的な
政治的境界線として現れた。そして、1948 年、こ
の 38 度線を挟んで朝鮮民主主義人民共和国と大
韓民国という二つの国家が生み出されることと
なった。

こうして見た時に明らかなのは、第二次世界大
戦後の日韓両国が全く異なるイデオロギーの下に
生み出された、ということである。すなわち、戦
後の日本を生み出したのは、アメリカを中心とし
た連合国の「反ファシズム」的なイデオロギーで
あり、そこではドイツや日本といった「ファシス
ト国家」枢軸国陣営と「民主主義」連合国陣営の
対立が強く意識されていた。

戦後の日本がこのような連合国の「戦時中のイ
デオロギー」の産物であったとするならば、戦後
に建国された韓国を生み出したのは、第二次世界
大戦後に急速に現実のものとなった「冷戦期のイ
デオロギー」に他ならなかった。だからこそ、こ
の両者においては、新たに出発した自らの体制を
説明する「言葉」にも違いがあった。

言うまでもなく、戦後の日本において新たな体
制を象徴する語として多用されたのは、「民主主
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義」という用語であり、その反対概念として念頭
に置かれたのは、戦前の「非民主主義的」な体制
に他ならなかった。これに対して、韓国で自らの
体制を説明する語して多用されたのは、「民主主
義」よりも「自由主義」という言葉であった（9）。
言うまでもなく、この「自由主義」は、北朝鮮の

「共産主義」と対比される概念であり、それ故に
そこでは強い「反共主義」的要素が込められるこ
ととなった。

第二次世界大戦後に日韓両国の体制をわかつも
う一つの「言葉」の上での違いは、「民族主義」
の扱いであった。つまり、第二次世界大戦直後の
日本では、「民族主義」は自国を愚かな戦争に導
いた要素の一つであるとして認識され、その強調
が憚られる状況が存在した。これに対して、この
時期世界各地に成立した「新興独立国」の一つで
あった韓国では、「民族主義」には積極的な意味
が与えられた。

そして韓国においては「民族主義」は「反共主
義」と共鳴する要素をも有していた（チョンジェ
ホ 2011; 2013、キムスジャ 2005、チスゴル 2017）。
分断国家として成立した韓国は、北朝鮮との体制
競争を強いられる状況に置かれていた。簡単に
言えば、そこにおいては「民族主義」は「自由主
義」と並んで、北朝鮮の「共産主義」に対抗する
ロジックとして用いられたからである。すなわち、
階級史観に支えられ「万国の労働者」の団結を主
張する「共産主義」は、民族の団結を妨げるもの
であり、結果として、ソ連を中心とする大国の利
益に資するものであるというのである。

重要なことは、狭い玄界灘を挟んで向かい合う
日韓両国が、戦時下の連合国の戦後構想と、戦後
に急速に進行した冷戦化の現実という全く異なる
文脈から生み出されたことであった。そして、そ
のことは当然、両者の「協働」を困難なもの足ら
しめることとなった。次にその点について見てみ
ることとしよう。

2．	冷戦体制に向けた日本の調整

第二次世界大戦後の世界では、一方で勝者であ
る連合国による、かつての敵国である枢軸国の改

革が進み、同時に他方では米ソ両超大国による冷
戦体制への移行が急速に進むこととなった。日韓
両国の例からも明らかなように、戦争直後の状況
においては急速な冷戦体制への移行は必ずしも十
分に予見されたものではなく、だからこそ世界各
地ではこの新たな体制に向けての調整作業が慌た
だしく行われることとなった。

例えばそれを西欧諸国の例に見るなら次のよう
なものであった。まず各国の国内において重要で
あったのは、自らの国内的体制を冷戦体制に適合
的なものへと変えることであった。ここにおいて
重要であったのは、自由で民主主義的な体制を維
持しつつ、しかも、自らが安定的に「自由主義陣
営」に留まることができる状態を築き上げること
に他ならなかった。当然のことながら、ここで大
きな焦点となったのは、第二次世界大戦以前から
西欧諸国に存在した社会主義、あるいは共産主義
政党の存在であった。なぜなら彼らがその体制に
おいて大きな力を持ち、さらにはこの冷戦体制下
における「自由主義陣営」からの離脱を主張する
なら、選挙のたびにこれら諸国は対立する東西陣
営の間をゆれ動き、結果、極めて不安定な国際情
勢がもたらされることになるからである。

だからこそ、冷戦勃発後の西欧諸国では、かつ
ての左翼政党がソ連共産党と一線を画す路線を選
択する「社会民主主義政党化」が進行した（Ettore 
2018）。彼らは同時に、アメリカとの同盟をも認
容し、これにより自由で民主主義的な選挙を行い
左翼政党が勝利しても、各国が安定して「自由主
義陣営」に留まることのできる状態が出現した。

とはいえ、その中にはさらに特殊な事情を抱え
る国もあった。すなわち、連合国の占領下に置か
れ「民主主義的」な改革が行われたドイツである。
潜在的に大きな国力を持つドイツが、冷戦体制に
おいてどのように位置付けられるかは重要な問題
であり、結局、この問題は 1955 年、西ドイツが主
権を回復し、再軍備が認められた上で NATO に加
入することで解決することとなっている（Goldberg 
2017）。

重要なのは、こうして各国において、冷戦勃発
直後からしばらくの間、この新たな体制に向けて
の調整作業が行われたことであり、これにより各
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国の東西両陣営間での位置が決まることにより、
安定的な国際的秩序が構築された。そして本稿に
おいて重要なのは、このような冷戦体制における
各国の位置付けの安定化が、同じ陣営内部に所属
する各国が互いに良好な関係を築き上げる上でも
重要であったことである。例えばそのことは、西
欧においては、時に安全保障面での基軸である
NATO と並ぶ「冷戦下の双子」と称される後の EU
の成立へ向けての各国の経済的協力関係の強化と
して現れた。当時の状況においては、体制を異に
する東西両陣営に属する国家同士が、密接な経済
的協力関係を取り結ぶことは不可能だったから、
ここでも各国の東西両陣営における国際的位置の
確定がいかに重要であったかを知ることができる。

そして当然のことながら、同様の調整は北東ア
ジア、つまり日韓の間でも行われなければならな
かった。そしてここにおいてとりわけ大きな調整
が必要であったのは日本であった。なぜなら分断
国家として生み出された韓国はそれ自身が冷戦体
制の産物であり、「自由主義陣営」の外へと出る
余地は最初から事実上、存在しなかったからであ
る。当時の「反共主義」的な韓国では共産主義運
動はもちろん、社会主義運動も厳しく抑圧され、
アメリカとの同盟関係について異論を挟むことな
ど不可能であった。

しかし、日本の状況はこれとは全く異なってい
た。「自由主義陣営」の一員としての自覚を強く
持ち、また、植民地支配の清算を求める「民族主
義」に支えられた韓国から見れば、「平和主義」
の美名の下、安全保障上の負担を軽減されたまま
戦後復興へと進む日本の姿は、冷戦体制下におい
て当然負うべき負担を狡猾に回避し、自らのみ経
済的利益を貪るものにも見えた。日本国内におけ
る活発な社会主義運動や共産主義運動は、それが
朝鮮戦争さらには権威主義的性格を強める李承晩
政権への反対運動をも伴ったことも相まって、

「自由主義陣営」の最前線で戦う韓国への妨害だ
と見なされていた（尹錫貞 2017）。加えて韓国か
ら見れば、「平和主義」を標榜しつつも、植民地
支配や自らが招いた戦争に対する責任と向き合お
うとしない日本の姿勢は不誠実にも見えた（10）。

そしてこのような韓国の不満には一定の根拠も

あった。例えば、1950 年代前半に首相の座を占め
た吉田茂は、多大な経済的負担を伴う日韓国交正
常化に対して消極的であった。併せて吉田は彼自
身、「日本が韓国の経済発展と民政向上とに致し
た寄与は、公正にこれを評価するべき」（金斗昇 
2008: 61）であると認識しており、韓国側が求める
植民地支配を清算するための補償にも消極的な姿
勢を見せていた。1950 年代前半、戦後復興を開
始したばかりの日本にとって、朝鮮戦争下の戦乱
状態にある韓国との関係回復は、まだ急ぐべき課
題だとは認識されていなかった。

このような吉田政権の姿勢は周知のように、
1953 年、日本側首席代表であった外務省参与の
久保田貫一郎による「（日本は）対韓請求権は放
棄していない」という発言により明瞭化し、日韓
両国の交渉は停滞することとなる（11）。

しかし、このような日韓両国の立場の乖離は、
冷戦体制において「社会主義陣営」と向かい合う
アメリカにとっては負担であり、アメリカは日韓
両国に繰り返し国交正常化に向けた圧力をかけて
いくことになる。それではこの問題はどのように
して解決されたのだろうか。次にこの点について
改めて簡単に確認して見てみることとしよう。

3．	日韓基本条約体制の成立

狭い玄界灘を挟んで向かい合う日韓両国は戦時
下の理想主義と、冷戦体制下の現実という異なる
文脈から生み出された。冷戦体制の最前線に位置
する韓国との関係に、1950 年代前半の日本は積
極的な意味合いを見出せない一方で、「民主主義」
と「平和主義」という美名の下、自らの負担を
回避しようとする日本に対して「反共主義」的で

「民族主義」的な韓国の苛立ちは高まった。
しかし、このような状況は 1950 年代後半以降、

急速に解消されていくこととなった。その一つの
理由は、日本側の冷戦体制への適応が急速に進ん
だことにある。日本の国内における調整で最初に
重要なのは、1955 年における自由民主党の結成
と左右社会党の統合、つまり「55 年体制」の成
立であった。とはいえ、この「55 年体制」の意
味合いは、同時期に成立した西欧諸国における保
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守主義政党と社会民主主義政党との競争に支えら
れた体制とは異なった。なぜなら、西欧諸国にお
ける社会民主主義政党の多くが、冷戦体制下にお
いて「自由主義陣営」に留まることを明確化して
いたのに対し、日本における「55 年体制」を構成
する一方の軸である社会党は一貫して非武装中立
路線、つまり、冷戦体制において、東西両陣営の
どちらにも所属しない姿勢を維持したからである。
この社会党の「民主主義」的体制における勝利、
つまり選挙による政権交代の可能性と結果として
の日本の中立化への懸念は、その後もアメリカに
とって冷戦体制下の日本にまつわる最大の不安要
因として現れることとなった。

だからこそ、日本において重要なのは「55 年
体制」が「自社二大政党制」としてではなく、自
民党が社会党に大きく優位する「一と二分の一大
政党制（12）」として作り上げられたことであり、
また、これによりその後長期にわたって続くこと
になる、自民党による一党優位が確立したことに
あった。つまり、この自民党による一党優位体制
の確立により、日本が冷戦体制下、競争的な民主
主義体制を維持しつつも「自由主義陣営」に留ま
ることが確定的なものとなり、これにより同じく

「自由主義陣営」に属する周辺諸国との安定的な
関係を取り結ぶことが可能になったわけである。

他方、日本の冷戦体制下の位置付けにおいても
う一つ重要なのは、その安全保障上の役割の確定
であった。言うまでもなく、ここにおいて重要で
あったのは、1951 年における警察予備隊の設立以
降の再軍備に向けての動きと、日米安全保障条約
の締結に他ならなかった。とはいえ、ここで大き
な問題が一つ存在した。それはかつて日本の植民
地支配や侵略を経験した諸国が必ずしも日本の再
軍備を歓迎しなかったことである（13）。だからこそ、
日本の再軍備よりも、日本がアメリカに対して従
属的な同盟国であることを確定させた日米安全保
障条約の方が日本と日本の周辺諸国との関係を考
える上では重要であった。なぜなら日本がアメリ
カに対する軍事的従属関係にある限り、周辺諸国
は日本が再び自らに対する脅威となることを恐れ
る必要は存在しなかったからである。

とはいえ、自民党の一党優位にせよ、また日米

安全保障条約上の日本のアメリカに対する従属的
な地位にせよ、その意味が誰の目にも明らかにな
るまでには、一定の期間が必要であった。第一に
重要なのは社会党の勢力停滞が明らかになること
であった。1955 年の左右統合直後、勢力の伸長が
予想された社会党は、統合後最初に行われた 1958
年総選挙にて伸び悩み、安保紛争直後の興奮の中
行われた 1960 年総選挙では逆に大幅に勢力を後退
させた。こうして選挙を経るたびに「55 年体制」
における自社両党の力の差は明らかとなり、社会
党による政権獲得と、それによる日本の「中立化」
への懸念（14）は、誰の目にも現実味を失うシナリ
オになっていった。

他方、日米安全保障条約をめぐる状況も重要で
あった。注目すべきは当時の日本による冷戦下に
おける、限定されたものではありながらも活発な
独自外交への動きであり、またこの下で冷戦体制
下の日本の役割についての活発な議論が続けら
れていたことである（15）。とりわけ 1950 年代、公
職追放が解けて政界に復帰した鳩山一郎や岸信介
が政権を握るようになると、日本政府はアメリカ
との関係を慎重に配慮しつつも、独自の外交的地
平の開拓を目指すこととなる（16）。

しかし、このような状況は 1960 年に入ると大
きな転換点に直面する。1960 年の安保紛争とその
中での新安保条約の成立は、冷戦体制下における
日本の国際的地位をめぐる最大の焦点であった、
日米安全保障条約をめぐる議論の頂点であり、ま
た一面では終着点であったと言える。独自外交を
志向した岸信介（権容奭 2008）は、新安保条約成
立の見返りに政権を去り、代わって首相となった
池田勇人は安保紛争で傷ついた日本の国際的信用
を回復すべく、アメリカとの関係改善に力を注
いだ（17）。

今日の観点から見て池田政権による外交展開過
程は、これまで様々な可能性を秘めていた冷戦下
の日米両国の関係が、日本がアメリカに対する従
属的なジュニアパートナーへと集約していく過程
を意味していたように見える。すでに述べたよう
に、当時のアメリカは安保紛争の混乱を見て、日
本の行く末、とりわけ将来の「中立化」の危険性
を憂慮しており、池田にはこの懸念を解くために
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も、アメリカの極東戦略に積極的に協力する必要
があった（吉次 2009）。そしてそこで池田がアメ
リカから与えられた日本の役割は、特異なもの
だった。すなわち、日本が担うこととなったのは、
例えば西ドイツのように独自の比較的大きな軍事
力を持って「社会主義陣営」の脅威に共に直接備
えることではなく、アメリカ軍の活動基盤として
の在日米軍基地を提供すると同時に、政治・経済
双方の面で不安定な、この地域における他の「自
由主義陣営」諸国を、経済的に支援することで
あったからである（吉次 2009）。

そして、このような日本が経済的に支援すべき
国としてアメリカが筆頭に挙げたのが、韓国だっ
た。すなわち、1961 年 6 月、自身初の訪米を果た
した池田は、同年 1 月に就任したばかりのケネ
ディ大統領から、韓国との国交正常化に尽力する
ことを依頼された。ケネディはインドシナ情勢が
激化する中、アメリカにとって重荷になりつつ
あった韓国への支援を、経済復興を遂げつつあっ
た日本に肩代わりさせようとしたわけである。こ
のケネディの依頼に対して池田は、帰国後の記者
会見にて「韓国側が希望するならこれを受け入れ
る準備がある」旨の発言を行い、日韓交渉は一挙
に動きだすことになる（18）。

とはいえここで興味深い事実がある。それは停
滞していた日韓交渉を大きく動かし、1965 年に
おける日韓基本条約及びその付属協定の締結に至
るまでの最大の懸案であった植民地支配に対する
補償をめぐる問題解決の素地となった、1962 年
の「金・大平メモ」で知られる基本合意までの過
程を導いた池田が、実はその就任の時点では日韓
関係の修復に決して積極的ではなかったことであ
る（倪志敏 2004）。すなわち、就任当初の池田は、
当時の日本のアジア外交における二大懸案であっ
た中国と韓国との関係改善のうち、韓国との関係
よりも、中国との関係の改善に重きを置いていた
ことになる。

もちろん、池田には韓国との関係を中国に比し
て優先しない理由があった。第一は「所得倍増計
画」を掲げて経済中心主義を標榜する池田にとっ
て、韓国との関係改善がその成功に大きく寄与し
うるものだと考えられていなかったことである。

これに対して、中国との関係は、たとえ国交正常
化にまでは至らずとも、貿易関係の回復と拡大だ
けでも大きな経済的成果が予測されており、池田
はこの日中関係を先ず改善することにより、自ら
の望む日本経済の成長のエンジンの一つにしよう
と考えていた。

加えて、混乱する韓国の状況があった。池田が
首相に就任した 1960 年 7 月は、同年 4 月に李承
晩政権が崩壊してわずか 3 か月後に当たっており、
韓国では政権を獲得した民主党内の二つの派閥、
つまり、新派と旧派（19）が激しい政治的闘争を展
開する混乱期に当たっていた。翌 1961 年 5 月に
は朴正熙らによる軍事クーデタが勃発し、結果、
民主党政権下で再開されていた日韓交渉も再度途
絶することとなっていた。クーデタ直後の状況で、
池田と日本政府は新たに成立した軍事政権の行方
を大きな懸念を持って見守っており、この新政
権との積極的関係を持つことを躊躇する状態に
あった。

しかし、このような韓国との関係改善に消極的
であった池田の姿勢は、先に紹介した、この朴正
熙らの軍事クーデタからわずか 1 か月に行われた
訪米にて一変した。そして 1961 年 11 月には朴正
熙自らが非公式の来日を果たし、池田との直接会
談にて、日韓両国の最大懸案であった「請求権」
をめぐる問題の解決への道筋をつけることになる

（金斗登 2008）。すなわち、朴正熙と池田は植民地
支配に対する補償問題を賠償的性格のものとして
ではなく、法的根拠のあるもののみに限ること、
そして、これを超える部分については「経済協力」
方式で解決することで合意したのである。そして
この合意を基本として、1962 年 10 月、大平正芳
外相と金鍾泌中央情報部長による会談が行われ、
翌 11 月、金・大平メモとして知られる「無償 3 億
ドル、有償 2 億ドル、民間借款 1 億ドル以上」で
の妥結案が策定される。日韓両国に残ったのは、
後は詳細を詰めてから、両国国内の情勢を見極め
て、条約を正式に締結するタイミングを計ること
だけだった。

しかし、池田を日韓基本条約とその付属協定の
妥結に向けて動かしたのは、アメリカの圧力だけ
ではなかった。それはこの時点の日本国内に「親
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韓派」と呼ばれる人脈が急速に作り上げられて
いったことである。例えば、読売新聞は 1961 年
5 月 1 日、この時期に新たに登場した「親韓派」
について次のように報じている（20）。

すなわち李承晩時代から韓国と特殊な関係を
持っていた“コーリアン・ロビー”といわれる
親韓派の船田中、石井光次郎氏ら、外交調査会
の日韓問題小委員会を足場に接近をはかる“新
親韓派”ともいうべき北沢直吉、野田卯一、田
中竜夫、大石武一らのグループ、それに最近に
なって妥結を唱え始めた岸信介、賀屋興宣ら実
力者たち―この三グループが期せずして早期
妥結に動き始め、岸、石井、船田、田中、北沢、
野田、大石らが“大同団結”して積極行動に乗
り出し、訪韓議員団の派遣など具体策に乗り出
した。これらの動きの背後には児玉誉士夫、矢
次一夫氏らの政界“黒幕”のあっせん工作も
あった。

ここで注意しなけれならないのは、この日本国
内の「親韓派」が一様な人々から構成されていた
わけではなかった、ということである（21）。例えば、

「親韓派」の大立者の一人として知られた大石武
一は軍縮や平和運動に熱心な「ハト派」の代表的
論客として知られており、例えば岸や賀屋のよう
な「反共主義」を全面に押し出す人々とは毛色を
大きく異にしていた。この点について、読売新聞
は次のように述べている（22）。

「親韓派」は主として自民党の右派と財界の
中にいる。その立場も、反共右翼思想からでも
るのから日韓経済関係の中で利益をむさぼるこ
とを動機とするもの、また、かつての対韓圧政
のしょく罪意識から純粋に日韓友好を図ろうと
する人々まで、幅が広い。

彼らが単なる「反共主義者」ではなかったこと
は、通常、「親韓派」の中心的人物として知られ
る岸が、この時点では「最近になって」日韓国交
正常化「妥結を唱え始めた」人物の一人として認
識されていることからもわかる。自らの首相在任

時に韓国との関係改善に意欲を見せていた岸が、
この時点で「新たな親韓派」として名を連ねられ
ているのは、あるいは、この時期の彼が急速に

「反共主義」的な性格を増していったからかもし
れない。首相在任時、韓国のみならず中国との経
済関係拡大にも意欲を見せていた岸は自らの首相
退任後、逆に「中国敵視」政策の代表的な人物と
して知られるようになっていく（権容奭 2008）。

そしてそのことは言い換えるなら、1960 年前
後のこの時期がこれら「新台湾派」の性格をも同
時に兼ねる、「反共主義」的な「親韓派」の本格
的な形成期に当たっていたことを意味している。
すなわち、これ以降の日本のアジア外交は、韓国
や台湾との関係を重視する「親韓／台湾派」と、
中国との国交回復に強い意欲を持つ「親中派」と
の対立により彩られつつ、展開されていくことに
なるのである。

ともあれ本稿において重要なのは、こうして
冷戦体制下、アメリカからの圧力と自民党内部の

「反共主義」的な人脈により、支えられる形で日
韓基本条約とそれに支えられる体制が形作られて
いった、ことである。言うまでもなく、1964 年、
池田の後を追って首相に就任した佐藤栄作や、日
韓基本条約締結時の外相であった椎名悦三郎もま
た、これらの「親韓派」の人脈に連なる人物であ
り、その下で、日韓の協力関係が構築されていく
こととなった。

4．	冷戦崩壊とその影響

重要なことは、日韓基本条約が基本的に冷戦的
秩序の産物であったということであり、だからこ
そその体制は二つのものに支えられていたという
ことである。一つ目は、冷戦下における北東アジ
アの主たる同盟国である日本と韓国の良好な関係
を求めるアメリカのコミットメントであった。こ
の時期のアメリカは、植民地支配や領土問題をめ
ぐる潜在的な対立要素を持つ日韓両国を陰に陽に
交渉へと駆り立て、日韓基本条約の成立へと導い
て行った。

二つ目は、日韓両国において、等しく冷戦的価
値観を共有する人々が存在することであった。そ
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れはすなわち韓国においては、朴正熙から全斗煥
へと受け継がれた権威主義的政権を支えた人々で
あり、日本においては 1960 年前後に明瞭な形を
持つようになった「親韓派」あるいは「新台湾派」
と呼ばれた人々であった。「反共主義」的なイデ
オロギーを共有する両者は、互いに協力しながら
冷戦体制下の日韓関係を支えていくことになった。

そしてそのことはすなわち、この当時の「日韓
友好」の担い手が、例えば 90 年代以降に現れた
リベラルな傾きを持った「日韓友好」の担い手と
は全く異なる種類の人々であったことを意味して
いた。否、60 年代から 70 年代の状況は 90 年代以
降とは正反対とすらいえた。なぜなら、この時点
では「反共主義」的なイデオロギー傾向を持ち、
日韓両国政府に近い人々が日韓基本条約とその付
属協定により作り上げられた関係を支える役割を
果たしたのに対し、両国政府に対抗し、権威主義
的な韓国の体制の民主化を求める人々は、「反共
主義的な韓国の軍事政権」と「右翼親韓派政治家」
との間の連携を「日韓癒着」として糾弾する側に
回っていたからである（23）。

だからこそ、日韓基本条約とそれに支えられた
日韓両国の関係は、両者を生み出した冷戦体制が
変容し、終焉に向かうと動揺を始め、大幅な見直
しを余儀なくされることになった。実際、その動
揺は 1970 年代には早くも開始された。すなわち、
1960 年代後半、ベトナム戦争が激化し、その負
担が大きくなるとアメリカはその終結に向けて動
き出すことになった。その結果、1972 年 2 月に
はニクソン米大統領が中国を訪問、これに衝撃を
受けた日本は同年 9 月、退陣した佐藤の後を追っ
て首相に就任した「親中派」の田中角栄が中国を
訪問し、日中両国は国交正常化を果たすことに
なった（24）。

日米両国の中国への接近と、その結果としての
台湾、南ベトナム両国「切り捨て」に向けての動
きは、これら両国と同じく冷戦体制下の最前線に
置かれていた「反共主義」国家、韓国を大きく苛
立たせた。田中政権期には、金大中拉致事件や文
世光事件等も勃発し、日韓関係は大きく悪化した

（劉仙姫 2012）。
とはいえ、状況はしばらくの間、一進一退を続

けることになった。その理由は二つあった。一つ
はこの時期、すなわち、70 年代から 80 年代まで
の世界においては依然、冷戦体制固有の緊張状態
が存在し、日韓には共通の同盟国であるアメリカ
を挟んで協力する大きなインセンティブが存在し
たことである。第二の理由はこのような国際情勢
においては、かつてより大きく「反共主義」的性
格を弱くしたものの、かつての「親韓派」の流れ
を汲む人々が依然、両国の政権与党内部に存在し、
一定以上の影響力を有していたことである。例え
ば、それは佐藤の外交路線を継承した 1970 年代
の福田赳夫であり、また、1980 年代、アメリカの
レーガン政権との協力の上で、新たにクーデタに
より成立した韓国の全斗煥政権との協力関係構築
に成功した中曽根康弘であり、韓国側はこれらの

「追加された親韓派」と目された政治家達に期待
をかけ、関係を修復することができたからであ
る（25）。こうして日韓関係は日本側の政権が、「追
加された親韓派」と田中らの後を継いで中国との
関係を重視する「追加された親中派」が交代に政
権を担った結果、悪化と回復が繰り返される状況
が出現した。

しかし、このような状況はあくまで過渡的なも
のにすぎなかった。韓国における 1987 年の民主
化はすなわち、韓国における「反共主義」の時代
の終わりを意味しており、その変化は過渡政権的
な性格を有した盧泰愚政権を経て、金泳三政権へ
と移る過程において現実のものとなることになっ
た。日本においては、1980 年代に入ると「新中
派」に対抗する概念としての、「親韓派」あるい
は「新台湾派」という表現は姿を消すこととなり、
韓国との関係は竹下登や安倍晋太郎、さらには宮
沢喜一といった、当時「ニューリーダー」と呼ば
れた世代によって担われるようになった。背景に
は冷戦の終焉があり、かってのような「反共主義」
的イデオロギーの下での日韓両国の協力という
枠組みが既に意味を持たなくなっていたことが
あった。

だからこそ、冷戦体制が本格的に姿を消した 90
年代、日韓基本条約とそれにより支えられた日韓
関係が大きな帰路に立たされたこと、そしてそこ
において植民地支配や領土をめぐる問題に関わる
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議論が活発に行われることになったのは、ある程
度当然のことと言えた。なぜなら、日韓基本条約
とそれに支えられた日韓関係は、そもそもが冷戦
体制下における両国の協力のために築き上げられ
たものであり、そこにおいては両国の良好な関係
の妨げとなる問題の多く、例えば日本による朝鮮
半島への植民地支配の法的性格や謝罪の問題、さ
らには竹島／独島をめぐる領土問題等は、実質的
に棚上げにされてきたからである。

そしてそのことは言い換えるなら、この日韓基
本条約とその付属協定に支えられた体制が、本来
はこれらの一連の条約が締結される段階で解決さ
れるべき、脱植民地化に関わる作業を等閑視した
上に形作られてきたことを意味していた。この体
制がそれでも維持されてきたのは、冷戦下の厳し
い国際環境の下、日韓両国、とりわけその最前線
に位置した韓国が日本との間の協力を欲したから
に他ならなかった。そしてだからこそ、冷戦が終
焉したこの段階において、韓国で日韓関係の「意
義」を問う声が噴出することになったのは当然の
ことだったのである。

そしてこのような状況下、日韓基本条約とそれ
に支えられた日韓関係の再構築の責を担ったのは、
日本側においては自民党内「リベラル派」の流れ
を汲む宮沢政権であり、また韓国においては民主
化後初の本格的な「文民政権」となった金泳三政
権であった（26）。注目すべきは、この両者が共に
冷戦下の日韓関係を支えた勢力とは、むしろ対抗
関係にあった人々であったことである。すなわち、
吉田茂から池田勇人、さらには大平正芳へと受け
継がれた宏池会領袖の宮沢はとりわけ池田の側近
として知られた人物であり、佐藤から福田へと受
け継がれた「親韓派」の人脈とは対抗関係にあっ
た。李承晩政権期からの長い議員経験を持つ金泳
三は、李承晩、朴正熙、全斗煥と三代にわたった
権威主義政権との闘争の経験を持つ政党政治家で
あり、その政権成立は 80％以上の高い支持率を
持って国民から歓迎された（27）。

この両者の関係を考える上でもう一つ重要なの
は、その当初は日韓両国の双方が新たな日韓関係
の構築と、その前提としての歴史認識問題等の克
服に向けて強い意欲を見せていたことである。宮

沢は、1982 年の第一次教科書紛争において、「ア
ジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれ
らの批判に十分に耳を傾け、政府の責任において
是正する」ことを約束した「宮沢談話」を出した
ことで知られるように、かねてよりアジア諸国と
の間の歴史認識問題に対して関心を持ち、政権発
足以前からその解決のための準備を続けていた（28）。

そして、1991 年、政権発足直後の宮沢政権の前
に立ちふさがったのが、慰安婦問題だった。同年
8 月における金学順のカミングアウト以降、急速
に関心を集めることとなったこの問題は同年 12
月、この金学順ら元慰安婦 3 名が、軍人・軍属ら
とともに、日本政府の謝罪と補償を求めて東京地
裁に提訴することによって、日韓両国間の本格的
な外交紛争イシューとして浮上することになった。
そして翌年 1 月の「慰安所 軍関与示す資料」と
いう表題で知られる朝日新聞のスクープとその直
後の日韓首脳会談を契機として、宮沢政権はこの
問題の解決に向けて動き出すことになる。

他方、1992 年 12 月の大統領選挙にて勝利した
金泳三は、政権発足直後より、当時の日韓両国間
の最大の懸案であった慰安婦問題に関して、日本
側に「物理的要求を行わない」旨を明確にした。
先立つ、1992 年 1 月、韓国の前政権である盧泰
愚政権は、これまでの慰安婦問題をも含めてあら
ゆる請求権に関わる問題は、「日韓基本条約とそ
の付属協定により解決済」という姿勢を一変させ、
慰安婦問題における「適切な補償など」を日本政
府側に求めていたから、金泳三は自ら要求水準を
下げて、日本との交渉妥結を目指したことになる。
言うまでもなく、この結果、出されることになる
のが、慰安婦の募集、移送、管理などが「本人た
ちの意志に反して行われた」ことを認め、「お詫
びと反省の気持ち」を表明した河野談話に他なら
なかった。

このような経緯を見て明らかなのは、この河野
談話に至るまでの過程において、日韓両国の間で
日韓基本条約及びその付属協定の解釈に関わる実
質的な再交渉とその画定のための努力が試みられ
ていることである。そしてその結果は明らかで
あった。すなわち、韓国が日韓基本条約及びその
付属協定において、いわゆる「請求権」をめぐる
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議論が「物理的要求」としては解決していること
を認める一方で、日本側は植民地支配における自
国の責任があることを認め、これに「お詫びと反
省の気持ち」を表明する。いわば韓国側の請求権
の放棄と日本側の謝罪をセットにした解決方法で
ある。これにより、日韓両国は、1965 年以前の段
階では積み残された朝鮮半島の植民地支配からの

「脱植民地化」をめぐる問題に最終的な解決を与
えようとしたのである（29）。

むすびにかえて 保護者を失った日韓基本条約体制

しかし、このような 90 年代初頭の日韓両国政
府の努力が実ることはなかった。なぜなら、この
時に行われた日韓両国間の合意はその後、両国双
方の世論や政権によって踏みにじられることに
なったからである。周知のように、一旦は安定し
たかに思われた日韓関係は 1995 年になると、第二
次世界大戦終戦 50 周年を記念して衆議院にて採
択された「歴史を教訓に平和への決意を新たにす
る決議」に至るまでの、自社さ連立政権の混乱と
その結果としての閣僚や与党有力者からの歴史認
識に関わる発言、さらには首相であった村山富市
自身の「韓国併合条約は、当時の国際関係等の歴
史的事情の中で法的に有効に締結され、実施され
たものであると認識をいたしております」という
国会での発言等によって新たなる危機を迎えるこ
ととなった。日本側の相次ぐ歴史認識問題に関わ
る発言により韓国の政府・世論は反発を強め、日
韓関係は大きく悪化した。

2005 年には日韓基本条約に至るまでの韓国側
外交文書を公開した盧武鉉政権が、慰安婦問題、
韓国人被爆者問題、そしてサハリン残留外国人問
題を、日韓基本条約及びその付属協定により未解
決な問題として公式に位置付け、河野談話の段階
でなされた「物理的要求は行わない」という原則
を公式に覆す決定を行った。進んで、2011 年には
韓国憲法裁判所が、慰安婦問題が未解決のままに
放置されていることを、行政府による不作為の違
憲行為であるとする決定を下し、韓国政府はこの
司法部の見解を、外交交渉の場で日本側に直接、
突きつけることを余儀なくされた。以後、2018 年

10 月の元徴用工らをめぐる裁判に至るまで、韓
国の裁判所は繰り返し、日韓基本条約とその付属
協定に支えられた日韓関係に、変更を迫る判決を
出し続けることになる。

90 年代初頭の日韓両国間の合意が攻撃に晒され
たのは、日本国内においても同様であった。1993
年 8 月 6 日の河野談話発表は、同年 7 月 21 日の
衆議院総選挙とその後の多数派工作に敗れた宮沢
内閣の総辞職直前の出来事であり、与党内で十分
な議論を積み重ねないままの官房長官談話発表と
いう形での問題解決は、当時の自民党内非主流派
の間に強い不満を残すこととなった。自らの政治
的失策の結果として自民党の分裂をもたらし、政
権を失ったにもかかわらず、宮沢内閣の官房長官
として要職を占めた河野洋平をはじめとする宏池
会の人々が、その後も自民党内で主導権を維持し
続けたことに対しても、非主流派の批判は大き
かった。こうして慰安婦問題は日本国内において
も大きな政治問題へと浮上し、河野談話やそれを
支えた政府の認識は繰り返し非難を浴びるように
なった。

繰り返されたのは、韓国側においては、「物理
的補償を求めない」という原則を変更しようとす
る動きであり、また日本側においては植民地支配
に対して「お詫びと反省の気持ち」を示そうとす
ることに反対する動きであった。それではこの河
野談話を前後する時期の両国政府の合意を打ち壊
そうとする動きが進んだ理由は何であり、なぜ両
国政府はこれを阻止することができなかったのだ
ろうか。

この点を考える上で参考になるのは、そもそも
冷戦期の日韓関係が比較的安定していたのはなぜ
であったかであろう。すでに述べたように、冷戦
期の日韓関係を支えたのは二つの要素、すなわち、
アメリカの強いコミットメントと、韓国の権威主
義政権と日本の「親韓派」の間での「反共主義」
的な紐帯であり、この二つの要素により、両国は
歴史認識問題や領土問題に関わる見解の大きな相
違にもかかわらず、協力関係を維持することがで
きた。

しかし、90 年代以降における状況は異なった。
冷戦期とは異なり、アメリカには対立する日韓両
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国を仲裁する強いインセンティブはなく、慰安婦
に代表される歴史認識問題や竹島／独島をめぐる
領土問題等、日韓両国の紛争とは距離を置くよう
になった。とはいえ、より重要なのは、冷戦以降
の日韓両国には、かつての「親韓派」に代表され
たような、日韓関係に強くコミットし、これを維
持しようとする新たな政治勢力が生まれなかった
ことである。それは言い換えるなら、90 年代初頭
の日韓基本条約及びそれに支えられた日韓関係を
支える新たに再解釈された枠組み、すなわち、韓
国側の「物理的補償」断念と日本側の「お詫びと
反省の気持ち」表明という合意を維持するにたる
政治勢力が形成されなかったことを意味している。

すなわち、韓国側において重要であったのは、
5 年 1 期に任期を区切る憲法体制の中、世論の圧
力に抗してでも安定的な日韓関係を維持しようと
する政治勢力が形成されなかったことだった。韓
国の歴代大統領はその任期末になるとレイムダッ
ク化することを余儀なくされ、盧泰愚から李明博
までの歴代大統領はいずれも、就任当初はその経
済的、安全保障的重要性を鑑みて日本との関係を
重視する姿勢を打ち出したものの、任期末期には
世論に押されて日本に対して強硬姿勢を打ち出す
ことを繰り返した。李明博政権に次いで成立した
朴槿恵政権は政権発足当初から慰安婦問題で日本
に対して強硬な姿勢を出すに至り、文在寅政権は
元徴用工問題の激化にもかかわらず日本との関係
改善のための積極的な手を打とうとはしなかった。
結果、日韓基本条約とその付属協定に支えられた
日韓関係は次第に侵食され、両国は関係の基盤を
失うこととなっていった。

韓国側の「物理的補償」断念と日本側の「お詫
びと反省の気持ち」表明という、90 年代初頭に形
成された日韓両国間の合意を尊重する政治勢力が
形成されなかったのは、日本においても同様で
あった。この点において日本で重要であったのは、
そもそものこの合意の当事者であった、与党内リ
ベラル勢力の著しい退潮に他ならなかった。すな
わち、一時期は自民党の主流を占めた宏池会や
経世会といった宮沢、小渕政権を生み出した自民
党内のリベラル系勢力は、2000 年の小泉純一郎
の首相・総裁就任とその政治的ブームの結果、清

和会系勢力を中心とする構造へとそのヘゲモニー
を譲り渡した。以後、自民党では清和会、あるい
はそれに近い人々による政権が続くことになる。

ここにおいて皮肉なことは、2000 年代以降の自
民党内において主導権を握った清和会系勢力が、
元来は岸や福田赳夫といったかつての「親韓派」
の流れを引く人達であったことであり、にもかか
わらず、この時期においては歴史認識問題や領土
問題等において、韓国に対して強硬な姿勢を取る
ようになっていったことである。背景にあったの
は、冷戦終焉とその結果としての日韓関係の再解
釈の結果、彼らにとっての韓国の位置付けが 180
度変化したことである。すなわち、かつての冷戦
体制を前提とした日韓関係において、彼らにとっ
ての韓国は共に冷戦を戦う同志であり、盟友で
あった。だからこそ彼らは韓国との関係を重要視
し、「親韓派」として振る舞った。

しかし、冷戦体制が終焉し、「脱植民地化」に
関わる問題を中心に再解釈された新たな日韓基本
条約をめぐる合意は、彼らにとって積極的な意味
を見出しがたいものであった。そこにおける韓国
は日本自らが有するナショナリズムの枠組みに挑
戦する存在であり、だからこそ、その主張は否定
されるべきものと見なされた。加えて、自らの与
党内でのライバルであるリベラル派が韓国との関
係を重視したことも彼らがこれに反対する理由に
なった。冷戦期の「反共主義」的な日韓関係を支
えてきた彼らにとって、かつて自らと提携関係に
あった権威主義体制とそのイデオロギーの否定の
上に成立した民主化後の韓国と、自らと長い対抗
関係にある日本のリベラル勢力との間の「合意」
は、いわばそれ自身が「敵」と「敵」の合意であ
り否定されるべきものであったからである。だか
らこそ彼らは執拗にこの「合意」の中核と目され
た、河野談話の見直しを目指すこととなった。

そしてこの新たに浮上した保守的な自民党内主
流派にとってのもう一つの問題は、たとえ彼らが
日韓関係の改善を目指したとしても組むべき韓国
側のパートナーが存在しないことだった。彼らが
期待したのは、例えば 1980 年代頃までの韓国に存
在したような日本との関係を重視する古い保守勢
力であったが、2000 年代以降の韓国においてそ
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の勢力は急速に失われていった。朴槿恵政権に典
型的に見られたように、かつて日本側の「親韓派」
と密接な交流を有した韓国の古い「知日派」は
2000 年代の早い時期までに、そのほぼ全てが政界
を引退し、日本政府は交渉の窓口をどこに求める
べきかを見極めることすらできない状況へと立ち
至った。

結局、冷戦終焉後に日韓両国の間で進行したの
は、かつて日韓基本条約とそれに支えられた日韓
関係を支えた両国の勢力が、韓国においては退場
し、日本においては逆にこの体制を揺るがす側に
回るという状況であった。そして、これを受けて
行われた、韓国側の「物理的要求」断念とその見
返りとしての、日本側の「お詫びと反省の気持ち」
の表明、という「脱植民地化」部分に特化した、
日韓基本条約とその付属協定の再解釈の努力は、
その政治的庇護者を早期に失い空中分解すること
になった。こうして韓国側が「物理的要求」の範
囲を際限なく拡大する一方で、日本側もまた「お
詫びと反省の気持ち」表明の意欲を後退させ、事
態がますます混迷を深める状況が出現した。

こうして見ると結局今日の状況は日韓両国の間
の冷戦崩壊後の、日韓基本条約とその付属協定の
再解釈をめぐる試みと、それを支える政治構造の
構築の失敗の延長線上にあることがわかる。この
点を確認して、本稿の筆を擱くことにしよう。
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